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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】
 

種類 発行数 内容

普通株式 152,000,000株(注)
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない提出会社において標準
となる株式であります。なお、単元株式数は1,000株となっております。

 

(注)　平成30年１月31日開催の株主総会決議によります。

 

２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

 

区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 152,000,000株 136,800,000 68,400,000

一般募集 ― ― ―

計(総発行株式) 152,000,000株 136,800,000 68,400,000
 

(注) １　第三者割当の方法によります。

２　発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増加する資本金の額

の総額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は68,400,000円であります。
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(2) 【募集の条件】

 

発行価格(円)
資本組入額

(円)
申込

株数単位
申込期間

申込証拠金
(円)

払込期日

0.9 0.45 1,000株 平成30年２月16日(金) ― 平成30年２月16日(金)
 

(注) １　第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２　発行価格は、会社法上の払込金額であります。資本組入額は、会社法上の増加する資本金の額であります。

 

(3) 【申込取扱場所】

 

店名 所在地

島原鉄道株式会社　総務部　総務課 長崎県島原市弁天町二丁目7385番地１
 

 

(4) 【払込取扱場所】

 

店名 所在地

株式会社親和銀行　島原支店 長崎県島原市堀町180
 

 

３ 【株式の引受け】

該当事項はありません。

 

４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

136,800,000 ― 136,800,000
 

(注)　発行諸費用の概算額は軽微なので記載を省略します。

 

(2) 【手取金の使途】

上記の差引手取概算額136,800,000円及び平成30年１月16日に増資した43,200,000円を合計した180,000,000円に

つきましては、過去に実施できていなかった設備投資(主として乗合バス事業)を実施します。なお、内訳、時期等

は以下のとおりであります。

 

投資年度 設備投資の内容 設備投資金額(千円) 実施時期

平成30年度 乗合新車バス２両、中古バス６両 77,000 新車は平成31年１月、中古バスは随時

平成31年度 乗合新車バス２両、中古バス４両 58,000 新車は平成32年１月、中古バスは随時

平成32年度 乗合新車バス２両、中古バス４両 54,000 新車は平成33年１月、中古バスは随時

 計 189,000  
 

(注)　上記金額は補助金控除後の金額であり、設備投資額合計と手取金額との不足分は自己資金にて充当します。
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第２ 【売出要項】

 

該当事項はありません。

 

第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

１ 【割当予定先の状況】
 

ａ．割当予定

先の概要
名称 長崎自動車株式会社

本店の所在地 長崎県長崎市新地町３番17号

直近の有価証券報告書等の提出日 有価証券報告書

第120期

(自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)

平成29年３月31日　福岡財務支局長に提出

半期報告書

第121期中

(自　平成29年１月１日　至　平成29年６月30日)

平成29年９月29日　福岡財務支局長に提出

ｂ．提出者と

割当予定

先との間

の関係

出資関係

当社が保有している割当

予定先の株式の数
該当事項はありません。

割当予定先が保有してい

る当社の株式の数
30,014,000株

人事関係 役員の派遣。

資金関係 当社に出資。

技術関係 該当事項はありません。

取引関係 バス運賃の相互精算。
 

 

ａ．割当予定
先の概要

名称 株式会社地域経済活性化支援機構

本店の所在地 東京都千代田区大手町一丁目六番一号大手町ビル９階

代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 今井 信義

資本金 26,084,800,000円

事業の内容 事業再生支援業務等

主たる出資者及びその出資比率 預金保険機構　　98.08％

ｂ．提出者と
割当予定
先との間
の関係

出資関係

当社が保有している割当
予定先の株式の数

該当事項はありません。

割当予定先が保有してい
る当社の株式の数

18,000,000株

人事関係 役員の派遣。

資金関係 当社に出資。

技術関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。
 

(注)　資本金の額、主たる出資者及びその出資比率の欄は、平成30年１月31日現在におけるものであります。

 

ｃ　割当予定先の選定理由

雲仙普賢岳噴火災害以降、地域人口の減少に加え、少子高齢化が進み当社の主力事業である鉄道、バス事業の収

入減少に歯止めがかからない厳しい経営環境が続いております。

しかしながら安全輸送のため一定の設備更新が必要になります。

このような状況の中、借入債務が過多となり、資金繰りも悪化してまいりました。

そこで金融機関による金融支援、資本増強を視野に入れた事業再生計画を株式会社地域経済活性化支援機構に申

し入れ、平成29年11月10日にその決定を受けました。
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イ) 長崎自動車株式会社

株式会社地域経済活性化支援機構が調査し、当社と長崎自動車㈱は、共に長崎県バス協会に加盟している同業

者であります。

交通運輸業として相互理解も得やすく、長崎自動車㈱の経営基盤も安定していることからスポンサー企業とし

て最適と判断しました。

ロ) 株式会社地域経済活性化支援機構

当社が同機構に再生支援を申込み、その結果策定された事業再生計画によるものです。

　

ｄ　割り当てようとする株式の数

長崎自動車株式会社　　　　　　　当社普通株式　　95,000,000株

株式会社地域経済活性化支援機構　当社普通株式　　57,000,000株

計　　　　152,000,000株

 
ｅ　株券等の保有方針

支配権獲得による経営権を取得し、事業再生の支援を行い株式価値を高め、かつ地域経済活性化のため保有しま

す。

 
ｆ　払込みに要する資金等の状況

イ) 長崎自動車株式会社

株式会社地域経済活性化支援機構が調査し、また、有価証券報告書等の開示書類を閲覧した結果、財務内容等

に問題はないと判断しました。

ロ) 株式会社地域経済活性化支援機構

内閣府直轄の官民ファンドであり、「株式会社地域経済活性化支援機構法」にもとづく株式会社なので問題な

いと判断しました。

 
ｇ　割当予定先の実態

イ) 長崎自動車株式会社

長崎県内において、主にバス事業を展開する有価証券報告書提出会社であります。

当該割当会社の取引金融機関に確認しましたところ、反社会的勢力との関係はない旨の回答を得ております。

また、当社と同じ業界団体である長崎県バス協会に加盟しており、そのような関係についての情報はないことな

どから、当該会社は、反社会的勢力との関係について問題ないものと判断しました。

ロ) 株式会社地域経済活性化支援機構

内閣府直轄の官民ファンドであり、「株式会社地域経済活性化支援機構法」にもとづく株式会社なので、当該

割当会社は反社会的勢力との関係について問題ないと判断しました。

 
２ 【株券等の譲渡制限】

該当事項はありません。
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３ 【発行条件に関する事項】

(1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

株式会社地域経済活性化支援機構に再生支援を申込み、当社の財務内容を調査及び評価した結果、実態としては

債務超過であるという評価になりました。

本新株式の発行価格につきましては、実態的に債務超過という状況を踏まえ、今後効率的な経営を行うため、割

当会社による経営権の取得が必要との判断から、経営権取得に必要な株式数2億株の新株式発行と、今後設備投資等

に必要な資金1.8億円とから、１株あたりの発行価格を0.9円としました。

株式価値は実質的にゼロであり、１株あたりの発行価格0.9円は有利発行にはあたらないと判断しました。

また、長崎自動車㈱及び㈱地域経済活性化支援機構２社主導による事業再生と今後株式価値を高めていくため、

これら株式発行にかかる条件は合理的と判断しました。

 

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本件第三者割当による新規発行株式数は152,000,000株(議決権数は152,000個)であり、過去６か月以内の第三者

割当の株式数48,000,000株を加算すると平成30年１月15日現在の当社の発行済株式の総数16,000,000株(議決権

15,807個)に対して、1,250.00％(議決権における割合1,265.26％)に相当し、一定の希薄化が生じます。

これにより、既存株主の議決権割合が大幅に低下すると共に新たに支配株主が生じます。

しかしながら、当社は、金融機関からの借入金が過多となっており、実質的に債務超過の状態でありますので、

株式会社地域経済活性化支援機構に支援を申し入れ、平成29年11月10日付に再生支援の決定を受けました。

このような状況の下、事業再生計画によりますと1.8億円程度の資本増強、金融機関による債務免除等が計画さ

れ、割当予定先２社主導による経営再建により株式価値を向上させることが必要不可欠であるという認識から、本

件第三者割当による発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断しております。

 
４ 【大規模な第三者割当に関する事項】

本第三者割当による新規発行株式数は152,000,000株、過去６か月以内に行われた第三者割当の株式数48,000,000株

を含め200,000,000株であり、発行済株式の総数である16,000,000株(議決権15,807個)に対して、1,250.00％の割当

(議決権における割合1,265.26％)に相当し、結果として株式の希薄化が生じます。

このように、希薄化率が25％を超えることから、大規模な第三者割当に該当いたします。

また、長崎自動車㈱は、平成30年１月31日現在の総議決権数(63,807個)に本件増資の議決権数(152,000個)を加算し

た総議決権数(215,807個)の過半数(57.93％)の所有議決権数を占めることになり、支配株主となります。

今後、事業再生を図っていくには、迅速かつ効率的な意思決定が必要との判断によるものです。
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５ 【第三者割当後の大株主の状況】
 

氏名又は名称 住所 所有株式数(株)
総議決権数に
対する所有議
決権数の割合

割当後の
所有株式数(株)

割当後の
総議決権数に
対する所有議
決権数の割合

長崎自動車株式会社
長崎県長崎市新地
町３番17号

30,014,000 47.04％ 125,014,000 57.93％

株式会社地域経済活
性化支援機構

東京都千代田区大
手町一丁目六番一
号大手町ビル９階

18,000,000 28.21％ 75,000,000 34.75％

宅島建設株式会社
長崎県雲仙市小浜
町南本町７番地22

2,556,000 4.01％ 2,556.000 1.18％

福岡商事株式会社
福岡県福岡市中央
区大名二丁目２番
26号

1,773,000 2.78％ 1,773,000 0.82％

長崎県
長崎県長崎市江戸
町２番13号

1,600,000 2.51％ 1,600,000 0.74％

九州日野自動車株式
会社

福岡市東区箱崎ふ
頭二丁目２番26号

1,250,000 1.96％ 1,250,000 0.58％

JXTGエネルギー株式
会社

東京都千代田区大
手町一丁目１番２
号

1,000,000 1.57％ 1,000,000 0.46％

株式会社十八銀行
長崎市銅座町１番
11号

681,000 1.07％ 681,000 0.32％

株式会社親和銀行
長崎県佐世保市島
瀬町10番12号

681,000 1.07％ 681,000 0.32％

長崎産業株式会社
長崎県長崎市銅座
町４番18号

681,000 1.07％ 681,000 0.32％

計 ― 58,236,000 91.27％ 210,236,000 97.42％
 

(注) １．「総議決権数に対する所有議決権数の割合」の計算においては、平成30年１月31日現在の総株主の議決権の

数(63,807個)を分母として計算しております。

また、「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」については、上記の議決権の数(63,807個)に本

件増資係る議決権の数(152,000個)を加算した数(215,807個)を分母として計算しております。

２．「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合の計算

については、小数点第三位を四捨五入しております。

 

６ 【大規模な第三者割当の必要性】

(1) 大規模な第三者割当増資を行うこととした理由

当社は経営悪化に伴い、㈱地域経済活性化支援機構に事業再生計画の策定を依頼し、平成29年11月10日付でその

計画が支援機構より決定されました。

計画では、長崎自動車㈱をスポンサー企業とし、長崎自動車㈱と㈱地域経済活性化支援機構の主導のもと、事業

再生を行う計画であり、そのためには大規模な第三者割当が必要となりました。

 

(2) 大規模な第三者割当増資による既存株主への影響についての取締役会の判断内容

当社は経営破綻による株式価値がゼロになるのを回避すべく㈱地域経済活性化支援機構に支援を申し込み、事業

再生計画を策定しました。

計画では、金融機関に債務免除による金融支援の要請が必要との判断から、経営陣の交代を含め既存株主への影

響はあるものの、最悪の事態を防ぐためには、ある程度はやむを得ないと判断しました。

　

(3) 大規模な第三者割当増資を行うことについての判断過程

当社は、25年前の雲仙普賢岳噴火災害で大きな災害を被って以来、長期にわたり、深刻な被災からの復旧に取り

組んでまいりました。しかしながら、その過程で、膨大な金融債務を解消することが困難となり、財務状況が悪化

いたしました。また、災害の影響により利用客の数も減少し、沿線地域の人口減少のあおりも受け、経営として極

めて厳しい状況が続くに至っています。
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このままでは、当社の存続も厳しいものとなり、破産や民事再生といった法的整理ともなれば、地域住民、取引

先、株主に対し、多大な影響をおよぼします。

このような最悪の事態を回避するため、当社はこのたび、関係者間で協議の上、㈱地域経済活性化支援機構に支

援を申し込み、主力金融機関から金融支援を受け、長崎自動車㈱を主なスポンサーとする事業再生計画を策定いた

しました。

事業再生計画においては、長崎自動車㈱及び㈱地域経済活性化支援機構に株式を発行することにより、必要な資

金を調達します。

その結果、大規模な第三者割当増資を行うことが必要と判断しました。

これらの判断のもと、平成30年１月31日開催の臨時株主総会に諮ったところ、特段の意見等はなく承認可決され

ました。

 
７ 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

 

８ 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

 

第４ 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】

 

第１ 【公開買付けの概要】

 

該当事項はありません。

 
第２ 【統合財務情報】

 

該当事項はありません。

 
第３ 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

 

該当事項はありません。
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第三部 【追完情報】

 

１．事業等のリスクについて

第四部　組込情報の有価証券報告書(第176期)及び半期報告書(第177期中)(以下「有価証券報告書等という。」)に

記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書提出後(平成29年６月26日提出)、本有価証券届出書提

出日(平成30年１月31日)までの間に生じた変更はありません。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(平成30年１月31日現

在)においても変更の必要はないものと判断しております。

 

２．臨時報告書の提出

「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日(平成30年１月31日)まで

の間において、以下の臨時報告書を福岡財務支局長に提出しております。

　

(1) 平成30年１月17日　福岡財務支局長に提出

Ⅰ．提出理由

平成29年12月15日開催の当社臨時株主総会において第三者割当増資が決議され、平成30年１月16日に全額払い

込まれました。また、払込日当日開催の取締役会において、取締役が交代したことに伴い、「親会社」、「主要

株主」、「代表取締役」にそれぞれ異動が生じましたので金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の

開示に関する内閣府令第19条第２項第３号、第４号及び第９号の各規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの

であります。

 
Ⅱ．報告内容

(一) 親会社の異動

ⅰ．当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

新たに親会社となるもの

 

名称 長崎自動車株式会社

住所 長崎県長崎市新地町３番17号

代表者の氏名 嶋崎　真英

資本金の額 780,000千円(平成29年12月31日現在)

事業の内容 主に長崎市内において路線バスを運行
 

 
ⅱ．当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する

割合

 

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 14個 0.09％

異動後 30,014個 47.04％
 

(注) １．異動前の「総株主等の議決権に対する割合」の計算においては、当社が平成29年12月25日に提出した第177

期半期報告書に記載された平成29年９月30日現在の総株主の議決権の数(15,807個)を分母として計算してお

ります。

また、異動後については、当該議決権の数に平成30年１月16日に新株発行した48,000千株に対する議決権の

数(48,000個)を加算した数(63,807個)を分母として計算しております。

２.「総株主等の議決権に対する割合」については、小数点第三位を四捨五入しております。
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ⅲ．当該異動の理由及びその年月日

ａ．異動の理由

当社は第三者割当増資を行い、平成30年１月16日に全額払い込みを受け、また、同日取締役会におい

て、長崎自動車株式会社より代表取締役を含む過半数の取締役が就任したことにより親会社に該当するこ

とになりました。

 
ｂ．異動の年月日

平成30年１月16日

 
(二) 主要株主の異動

ⅰ．当該異動に係る主要株主の名称

ａ．新たに主要株主となるもの

イ) 長崎自動車株式会社

ロ) 株式会社地域経済活性化支援機構

 
ｂ．主要株主でなくなるもの

イ) 宅島建設株式会社

ロ) 福岡商事株式会社

ハ) 長崎県

 
ⅱ．当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

ａ．新たに主要株主となるもの

イ) 長崎自動車株式会社

 

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 14個 0.09％

異動後 30,014個 47.04％
 

ロ) 株式会社地域経済活性化支援機構

 

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 ―個 ―％

異動後 18,000個 28.21％
 

 
ｂ．主要株主でなくなるもの

イ) 宅島建設株式会社

 

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 2,556個 16.17％

異動後 2,556個 4.01％
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ロ) 福岡商事株式会社

 

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 1,773個 11.22％

異動後 1,773個 2.78％
 

ハ) 長崎県

 

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 1,600個 10.12％

異動後 1,600個 2.51％
 

(注)　前記「(一) 親会社の異動」「ⅱ．当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社

の総株主等の議決権に対する割合」に記載した注記を援用します。

 
(三) 代表取締役の異動

ⅰ．新たに代表取締役となる者の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

 

氏名(年月日) 新役職名 旧役職名 異動年月日 所有株式数

永井　和久
(昭和33年８月13日)

取締役社長
(代表取締役)

長崎自動車㈱
(常務取締役)

平成30年１月16日 ―
 

(注)　所有株式数は提出日現在におけるものであります。

 
ⅱ．新たに代表取締役となる者についての主要略歴

昭和58年３月　長崎自動車㈱入社

平成20年４月　同社自動車部長

平成22年３月　同社取締役総務部長

平成23年３月　同社常務取締役

 
ⅲ．代表取締役でなくなる者の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

 

氏名(年月日) 新役職名 旧役職名 異動年月日 所有株式数

本田　哲士
(昭和26年２月９日)

―
取締役社長
(代表取締役)

平成30年１月16日 10,000株
 

(注)　所有株式数は提出日現在におけるものであります。
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第四部 【組込情報】

 

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

 

有価証券報告書
事業年度
(第176期)

自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

平成29年６月26日
福岡財務支局長に提出

半期報告書
事業年度

(第177期中)
自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日

平成29年12月25日
福岡財務支局長に提出

 

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出した

データを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)Ａ４－

１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

 

 

第五部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

 

第六部 【特別情報】

 
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

平成29年6月26日

島原鉄道株式会社

取締役会　御中

 

如水監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   廣　島　武　文   ㊞

 

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる島原鉄道株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作

成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用さ

れる。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内

部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積

りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、島

原鉄道株式会社及び連結子会社の平成29年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

　
 

(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

平成29年6月26日

島原鉄道株式会社

取締役会　御中

 

如水監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 　　廣　島　武　文 　㊞

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる島原鉄道株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第176期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財

務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討

する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含

め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、島原鉄

道株式会社の平成29年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　　上

 
 

(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

　

平成29年12月25日

島原鉄道株式会社

取締役会  御中

　

如水監査法人
 　

指定社員
業務執行社員

 公認会計士   廣　島　武　文   印
 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる島原鉄道株式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成29年４月

１日から平成29年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益及び包括利益

計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。

　

中間連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務

諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸

表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査

を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に

関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査

計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手

続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間

連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の

監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の

作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、島原鉄道株式会社及び連結子会社の平成29年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間(平成29年４月１日から平成29年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。

　

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は株式会社地域経済活性化支援機構より再生支援決定の通知を受けて

いる。

また、会社は平成29年12月15日の臨時株主総会において、長崎自動車株式会社及び株式会社地域経済活性化支援機構

を割当先とする第三者割当増資による新株式発行を決議している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 

(注) １. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。

２. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

　

平成29年12月25日

島原鉄道株式会社

取締役会  御中

　

如水監査法人
 　

指定社員
業務執行社員

 公認会計士   廣　島　武　文   印
 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる島原鉄道株式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第177期事業年度の中間会計期間(平成29年４月

１日から平成29年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変

動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

　

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作

成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有

用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を

行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資

者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定

し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の

一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務

諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続

が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法

人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な

情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに

経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、島原鉄道株式会社の平成29年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成29年４月１日

から平成29年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は株式会社地域経済活性化支援機構より再生支援決定の通知を受けて

いる。

また、会社は平成29年12月15日の臨時株主総会において、長崎自動車株式会社及び株式会社地域経済活性化支援機構

を割当先とする第三者割当増資による新株式発行を決議している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 

(注) １. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。

２. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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